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注意事項

この裁決集は、すでに頒布しました平成25年版その他の旧年版と同様、担当行政

庁より適法に入手した行政文書です。

担当行政庁が、内部用参考資料として個人情報等に配慮して編集し、１冊にまと

めた行政文書です。

担当行政庁は、平成26年の１年の主要な裁決を１冊に編みました。１年間の全裁

決を掲載しているものではありません。

平成18年版まで掲載していた「裁決要旨」や「原処分行政庁」、「当事者」の記載

を取りやめ、さらに「審査資料」や「事実認定」の詳細を省略した点は平成19年版と同

じです。

これらのことから、平成18年版より各裁決の判断過程の透明性が低下し、活用しに

くくなっているかもしれません。さらに個別裁決事案の詳細を知りたい場合にはそれぞれ

の裁決書を入手する必要があるかもしれません。あらかじめご承知ください。

当事務所では、表紙ページまたは左側しおりから裁決書本文各項目とびらへのリンク

を設定して利用の便を図りました。

◆

ご利用に当たって、次の点に同意頂いたものとして頒布します。よろしくお願い致しま

す。

① 当資料は、担当行政庁が編集・作成した行政文書です。ご利用は購入者ご自

身の責任でお願いします。当所では当資料を利用したことによる個々の問題について

の責任を負いません。

② 当資料はPDF形式ファイルであり、印刷は可能です。PDFファイルの取扱いに関す

る疑問は、関係アプリケーションソフトのマニュアルをご参照頂くなど、ご自身にてご対応

ください。当所からのサポートは致しません。

なお、一般に、PDF関係アプリケーションソフトと、パソコンのOSまたはプリンタドライバと

の関係で、ごくまれに多数ページの一括印刷ができない場合があるようです。その際に

は、ページ指定印刷で、数枚ずつ印刷してください。

③ 当資料PDFファイルのご利用は、購入されたご本人に限らせて頂きます。従って、

当資料PDFファイルの第三者への無断コピー配布等はなさらないでください。



◆

厚生労働省の「社会保険審査会」のホームページについて。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/index.html 

上記アドレスから「社会保険審査会」のホームページが閲覧できます。組織概要、審

査制度解説に加え、取扱状況と主な裁決例も掲載されています。

長年公開を要求してきた方々の努力のたまものでしょう。関係職員みなさんのご尽力

を評価しつつ、今後の更なる充実と、裁決の全件公開を求めます。

◆

最後に、社会保険審査会裁決のみならず、労働保険審査会裁決など行政不服

審査の判断は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り国民の権利利益の保

護に資するため、積極的に公表されるべきと考えます。賛同して頂ける方は、関係行

政庁に対し、さらなる積極的な公表を進めるよう要請するなど、できる範囲でのご協力

をお願いします。

以上

                  2016 年 5 月 榊原社労士事務所 榊原 悟志
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傷 病 手 当 金

健　康　保　険　関　係
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平成２５年（健）第３２８号

平成２６年１月３１日裁決

主文

　本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下

「法」という。）による傷病手当金の支給を

求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、平成○年○月○日から平成

○年○月○日までの合計５２５日間（以

下「既受給期間」という。）について、

左膝内側側副靭帯断裂、左膝内側半月板

不全断裂、左膝関節滑膜炎、左膝内障（本

件資料によれば、これらの傷病は同一の

外傷により生じた同一関連傷病と認めら

れることから、以下、併せて「既決傷病」

という。）の療養のため労務不能であっ

たとして、傷病手当金の支給を受けてい

た。

２　請求人は、平成○年○月○日から同年

○月○日までの期間（以下「本件請求期

間」という。）について、左膝内側側副

靭帯断裂、左膝関節滑膜炎、左膝内障

（以下、併せて「本件請求傷病」という。）

の療養のため労務に服することができな

かったとして、全国健康保険協会○○支

部長（以下「支部長」という。）に対し

傷病手当金の支給を請求した。

３　支部長は、平成○年○月○日付で、請

求人に対し、本件請求期間のうち、平成

○年○月○日から同月○日までの期間

（以下「本件不支給期間」という。）につ

いては、平成○年○月○日から支給開始

した既受給期間にかかる既決傷病と一連

のものであり、法定給付期間（１年６か

月）を超えた請求であるとして傷病手当

金の支給をしない旨の処分（以下「原処

分」という。）をした。

４　請求人は、原処分を不服とし、標記の

社会保険審査官（以下「審査官」という。）

に対する審査請求を経て、当審査会に対

し再審査請求をした。その理由の要旨は、

平成○年○月○日に負傷（左膝）し、平

成○年○月○日に再度負傷（左膝）した

ものであり、同じ左膝ではあるが、別々

の理由により負傷したもので、別々の疾

病であるというものである。

第３　当審査会の判断

１　法第９９条第１項に「被保険者が療養

のため労務に服することができないとき

は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日

から労務に服することができない期間、

傷病手当金として……支給する。」と規

定され、同条第２項に「傷病手当金の支

給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれ

により発した疾病に関しては、その支給

を始めた日から起算して１年６月を超え

ないものとする。」と規定されている。

２　本件の場合、保険者が、本件請求期間

のうち本件不支給期間については、法定

給付期間の１年６か月を超えた請求であ

るとして傷病手当金を支給しないとした

ことに対し、請求人は、本件請求傷病は、

既決傷病について支給を始めた日から１

年６か月を超えての傷病ではなく、平成

○年○月○日に階段から転落して受傷し

た別傷病であると主張しているのである

から、本件の当面の問題点は、本件請求

傷病は、既決傷病から連続する同一疾病

あるいはそれにより発した疾病（以下、

このような傷病を、便宜上、「同一傷病」

という。）であると認められるかどうか

である。

第４　当審査会の判断

１　既決傷病と本件請求傷病は同一関連傷

病かどうかについて判断する。

ａ病院作成の請求人に係る診療報酬明

細書（平成○年○月分から平成○年○月

分までの医科入院のもの、平成○年○月

分及び同年○月分の医科入院外のもの）

によれば、請求人は、平成○年○月○日

を診療開始日とする左膝内側側副靭帯不

全断裂、左膝内側半月板水平断裂の傷病

13



－ 4－

のためにａ病院を受診し、同日入院して

左膝関節単純撮影、ＭＲＩ検査などを受

け、ギブス包帯などの処置、薬物療法な

どに加えて、疾患名（左膝内側側副靭帯

不全断裂、左膝内側半月板水平断裂）に

対する運動器リハビリテーション、さら

に抗リウマチ薬（スベニールディスポ関

節注）の関節腔内注射などを受け、平成

○年○月○日に退院し、その後も、同医

療機関において引き続き、同傷病に対す

る消炎鎮痛等処置、運動器リハビリテー

ションなどを受けていた。

請求人に係る診療報酬明細書（ｂ病

院作成の平成○年○月分（医科入院外）、

ｃ病院作成の医科入院（平成○年○月分、

同年○月分）及び医科入院外（同年○月

分、同年○月分から同年○月分までのも

の、同年○月分のもの）によれば、請求

人は、ａ病院を平成○年○月○日に退院

後の同月○日にｂ病院を初診し、「他院

撮影のコンピュータ－断層診断」によ

り「左膝内側側副靭帯断裂」と診断され、

平成○年○月○日にｃ病院を受診し、両

膝関節単純撮影などを受け、左膝内側側

副靭帯断裂、左膝関節滑膜炎、左膝内障

の診断で同月○日に同医療機関に入院

し、左膝関節滑膜炎に対して炎症度確認

のためにＣＲＰ検査などを受け、ギブス

包帯、運動器リハビリテーションなどを

受け、同年○月○日に退院し、同医療機

関を退院後の同年○月頃にも、抗炎症外

用薬（ロキソニンテープ）などの薬物療

法を受けている。

以上のように、請求人は、平成○年○

月○日を初診日とする既決傷病の「左膝

内側側副靭帯断裂」、「左膝関節滑膜炎」、

「左膝内障」のためにａ病院に入院加療

を受け、退院（平成○年○月○日）後も

継続して加療を受けていたが、同年○月

○日にｂ病院を初診し、他医撮影のコン

ピュータ－断層撮影診断により「左膝内

側側副靭帯断裂」と診断され、同月○日

にはｃ病院を初診し、引き続き「左膝内

側側副靭帯断裂、左膝関節滑膜炎、左膝

内障」の診断の下に、同月○日から入院

し、その後も同年○月まで外来通院をし

ていたことが認められる。そうすると、

請求人に係る本件請求傷病である左膝内

側側副靭帯断裂、左膝関節滑膜炎、左膝

内障は、診療開始日を平成○年○月○日

とする左膝内側側副靱帯不全断裂、左膝

内側半月板水平断裂、診療開始日を平成

○年○月○日とする左膝関節滑膜炎、左

膝内障から継続して入院及び通院加療を

受けている同一傷病と認められ、既決受

給期間終了日（平成○年○月○日）の翌

日が本件請求期間開始日であることから

すると、経過中にいわゆる社会的治癒と

認められる期間が存在すると認めること

はできない。

２　そうすると、本件請求傷病は既決傷病

と同一傷病と認めるのが相当である。

なお、請求人は、平成○年○月○日に

負傷（左膝）し、平成○年○月○日に再

度負傷（左膝）したが、同じ左膝ではあ

るが、別々の理由により負傷したもので、

別々の疾病であると主張しているが、こ

れまでみてきたように、平成○年○月○

日に新たな医療機関を受診し、同月○日

から入院しての療養を受けていることが

認められるものの、その内容を詳細にみ

てみると、同医療機関での診断は既決傷

病と全く同一であり、治療内容は、新た

に生じた骨折あるいは外傷・負傷などに

対する外科的急性期治療はなく、いずれ

もこれまで継続して受けてきたギブス包

帯、炎症鎮痛処置、薬物療法、運動器リ

ハビリテーションなど維持的な治療と認

められ、既決傷病が一度完治ないしは寛

解し、新たに同一傷病が同一部位に再発

したと認めるには無理がある。したがっ

て、請求人の主張によって、前記に示し

た判断が左右されることにはならない。

３　そうすると、本件請求期間については

法定給付期間（１年６か月）を超えた請

求であるとして傷病手当金の支給をしな

いとする原処分は相当であって、取り消

すことはできず、本件再審査請求は理由

がないから ､ これを棄却することとし、

主文のとおり裁決する。
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